
 

・日用品 

・おもちゃ 

・こども用品（服、紙オムツ、靴、靴下など） 

・賞味期限が三ヶ月以上先の食品 
（未開封かつ常温保存できるもの） 

・そのほか未使用、未開封のもの 

・肌着、大人の古着 

・食器、電化製品 

・人形、ぬいぐるみ 

・医薬品、サプリメント 

・汚れや劣化の激しいもの 

・大型用品（ベビーカー・キックボードなど） 

・本（図書館カウンターへご寄贈ください） 

指定管理者：景行会・SDHグループ 

【問い合わせ】 江東区こどもプラザ TEL：03-5600-3880 

 

OK！ 
 

NG！ 

出品できるもの 出品できないもの 

 

【おねがい】使用済みの日用品やおもちゃは、故障や過度の劣化・汚破損がないことを 

必ずご自身で確認してからご出品ください。 


